
医療局食品衛生課  
 

食品衛生法等施行に関する要綱の一部改正に係る公示について 

 

１ 趣旨 

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令（令和７年厚生労働省令第 72 号）が公布されたこ

とにより食品衛生法施行規則（昭和 23年厚生省令第 23号）が一部改正され、従業者が常駐せず

全自動調理機により調理された食品を販売する営業に関する施設について都道府県が参酌する

基準の追加が行われ、関連する様式の見直しが行われました。 

また、「「いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について」の一部改

正について」（健生食監発 0105第２号、医薬監麻発 0105第１号）、「「機能性表示食品等に係る健

康被害の情報提供について」の一部改正について」（健生食監発 0105 第４号）、「「指定成分等含

有食品に関する留意事項について」の一部改正について」（健生食監発 0105第３号、消食基第 725

号）及び「「食品衛生申請等システム」による健康被害の情報提供について」（健生食監発 0105第

５号）が厚生労働省、消費者庁から通知されたことにより、指定成分等含有食品を取り扱う営業

者、機能性表示食品の届出者及び特定保健用食品に係る許可を受けた者が、当該食品に係る健康

被害情報の届出等を行う際に用いる「情報提供票」の様式が改正されると共に、令和８年４月か

ら、当該届出等について、原則、食品衛生申請等システムを通して行うこととなりました。 

これらを受けて、本市における事務手続きや様式を定めている食品衛生法等施行に関する要綱の

一部改正を行いました。 

 

２ 改正の概要 

(1) 従業者が常駐せず全自動調理機により調理された食品を販売する営業の施設基準が追加さ

れ関連する様式の見直しが行われたことに伴い、要綱に定める様式を変更しました。 

(2) 指定成分等含有食品等に係る健康被害情報の届出等を行う際に用いる「情報提供票」の様式

が改正され、あわせて届出等の方法が見直されたことに伴い、要綱に定める様式（第１号様式、

第１号様式別添）を変更し、要綱に記載の、関連する運用等を修正しました。 

(3) その他文言修正を行いました。 

 

３ 意見公募 

  改正省令の制定に伴い当然必要とされる改正のため、横浜市規則等に係る意見公募手続実施

要綱第５条第４項第８号アの規定により、意見公募手続は実施しませんでした。 

 

４ 公布日 

  令和８年４月１日 

 

５ 施行日 

  令和８年４月１日 


